
船舶事故調査報告書 

平成３０年２月２１日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２９年１０月１７日 １３時００分ごろ 

発生場所 新潟県柏崎市柏崎港北西方沖 

 柏崎港西防波堤灯台から真方位３１１°２,３００ｍ付近 

 （概位 北緯３７°２３.８′ 東経１３８°３１.４′） 

事故の概要  遊漁船Ａｓｓｉｓｔ
ア シ ス ト

 Ｃｌｕｂ
ク ラ ブ

 金
きん

進
しん

丸は、東進中、また、プレジャ

ーボート琉旺
りゅうおう

丸は、漂泊中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 平成２９年１０月１９日、主管調査官（仙台事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 遊漁船 Ａｓｓｉｓｔ Ｃｌｕｂ 金進丸、５.１トン 

２９３－３４４６６新潟、個人所有 

Ｂ プレジャーボート 琉旺丸、０.３トン 

   ２２０－１５０７７新潟、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型・特殊・特定 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ 船首部に破損等 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北北西、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、釣り客７人を乗せ、釣り場を移

動する目的で約１２ノットの対地速力として手動操舵により東進し

た。 

船長Ａは、釣り場まで約５００ｍとなった頃に操舵室から船首方を

見たところ、前方に他船を見掛けなかったので他船がいないものと思

った。 

Ａ船は、釣り場に近づいたので減速し、船長Ａが、魚群探知機及び

ＧＰＳプロッターの映像を見ていたところ、危ないという釣り客の声

が聞こえたので、すぐに機関を後進にかけたものの、Ｂ船と衝突し

た。 

船長Ａは、本事故当時、Ｂ船を視認できなかったのは、Ａ船の進行

方向に見えていた柏崎市内の建物にＢ船が紛れてしまったからではな

いかと本事故後に思った。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、柏崎港北西方沖において、船首

を西南西に向け、機関を中立運転として漂泊し、流し釣りをしてい

た。 



船長Ｂは、船尾部で釣りざ
．
お
．
を出し、船尾方を向いていたとき、後

方から大きな音が近づいてくるように感じたので振り返ったところ、

至近に接近するＡ船の船首部を認め、機関を使って移動しようとした

ものの間に合わないと思い、海に飛び込んだ。 

船長Ｂは、Ａ船に救助された。 

Ｂ船は、Ａ船にえい
．．

航されて柏崎港に帰港した。 

船長Ｂは、本事故当時、Ｂ船が５分ないし１０分流された後、釣り

を始めた場所に戻る際に周囲の見張りを目視で行うことを繰り返して

いた。 

分析 

 

Ａ船は、柏崎港北西方沖を東進中、船長Ａが、船首方の見張りを適

切に行わずに他船がいないものと思っていたことから、前路で漂泊中

のＢ船に気付かずに航行し、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

Ｂ船は、柏崎港北西方沖で漂泊中、船長Ｂが、釣りを行っていて周

囲の見張りを適切に行っていなかったことから、Ａ船に気付くのが遅

れ、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因 本事故は、柏崎港北西方沖において、Ａ船が東進中、Ｂ船が漂泊

中、船長Ａ及び船長Ｂが共に見張りを適切に行っていなかったため、

両船が衝突したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・航行中は、レーダーを有効利用するなどして常時適切な見張りを

行うこと。 

・漂泊中であっても、定期的に周囲を確認し、接近する他船の早期

発見に努めること。 

 


